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資料 ¬
「上越市消防団適正配置検討委員会」報告書 ～団員の負担軽減と効率的な消防団活動を支える～ (概要版 )

【消防団に求められているもの】 【課題の考察】

第 3章 上越市消防団の課題

1 課題検討の視点

1)消防団の8業務を担えるかどうか

2)地域の現状はどのようなものか

2 課題収集のためのヒアリング調査の実施 …

(1)ヒ アリング調査の概要
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。実施期間 :H29.7～H30.7、 封象 :222消 防部の団員、町内会等の役員

(2)ヒ アリング調査の結果
。「消防力の整備指針 8業務」、「消防団活動」、「町内会の消防団に対する

協力」に関する課題

3 課題検証のためのアンケー ト調査の実施 ・

(1)ア ンケー ト調査の概要
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・実施期間 :H30。 6～H30.7、 対象 :全ての消防団員 (4,170人 )

(2)ア ンケー ト調査の結果

・15項 目の質問に姑する回答と分析結果

4 「上越市消防団の課題」のまとめ

・上記の項目1～ 3を要約して再掲

5 国の対応策の導入検討

・5つの姑応策に紺する上越市消防団の検討

第 1章 消防団の現状と課題

1 全国の現状

(1)全国的な傾向

国において、「消防団員の確保方策等に関する検討会 (総務省消防庁、平成 29年

度)」 が設置され、対応策を検討

◆「消防団の役割はますます多様化」しているにも関わらず 「団員数は減少」

(2)国の封応策

団員数の減少に対し、5つの封応策を提言

◆ 1)基本団員の確保 2)大規模災害団員の導入 3)自 主防災組織等との

4)広域応援体制の確立 5)機能別消防団員の確保

2 上越市の現状

(1)消防団の状況

◆ 上越地域消防事務組合と協働し、平時においては後方支援、災害時においては

主体的な役割が期待されているが、団員の減少と高齢化が進行

(2)消防団の組織体制

① 市町村合併後の変遷

② 階級別 。役職別人員

③ 消防資機材 (ポンプ車・積載車・可搬ポンプ)の配備状況

④ 消防器具置場の配備状況

⑤ 謝1練・行事

3 「消防団の現状と課題」のまとめ

。上記の項 目 1、 2を要約 して再掲

連携

■

第 2章

1

消防団の果たすべき機能

消防団の業務
「消防力の整備指針 (総務省消防庁)」 イこ示されている8業務

上越市消防団の主な活動
「消防力の整備指針」イこ基づく上越市消防団の主な活動
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【対応策】

第 4章 上越市消防団における課題への対応策 (提言)

1 上越市の実情を踏まえた対応策

上記趣旨に基づき、「組織体制の見直し」と「消防団員の確保」の 2つを封応策

の柱として、次の取組を進めていくことが有効

(1)組織体制の見直し

■ 消防団の再編成

■ 消防器具置場や消防資機材等の整理

(2)消防団員の確保

■ 訓練や行事の見直し

■ 関係団体との連携・協力

2 地域実態に応 じた消防部の再編イメージ

・市街地、農地と住宅地が混在した地域、中山間地域の再編イ・メージ

料 3

地域消防力を維持するためには、上越市の実情を踏まえ「将来を見据えて

消防回の役割を果たせる体制を確保する」ための対応策を講ずる必要がある

料 4第 5章 消防団が検討 した再編案の考察

・消防団の再編案、再編案に対する検討委員会の考察
1



資料 2

ヒアリング・アンケー ト結果 (概要)

Oア ンケー ト結果

1)消防団員の「居住地」:2割の消防団員が管轄区域外に住んでいる

。管轄区域内に居住    …88%

・管轄区域外の市内に居住 …15%
。市外に居住       … 2%

Oヒ アリング結果

【消防回の主な意見】

管轄範囲外に勤務 。居住 しているため、初期消火の駆けつけに間に合わない

交代勤務に従事する団員が増えることによつて、平時の活動への参加が難 しくなつている

通常夜警については、定められた 2時間の見回り時間を持て余すことが多い

全般的に行事 。研修・訓練のスケジュールが過密で対応に苦慮 している。また、儀礼的な活動ヘ

の出席を疑問視する声が多い

ポンプ操法競技会のための訓練・準備は、朝練・夜練 。休 日練に時間がとられ、日常生活の大き

な負担になつている

団員の募集は、困難。 どこに対象者がいるかの情報取得の場が減っている。町内会の協力が得ら

れているところ、得 られていないところがある

団員確保は、団員候補の本人よりも 反対があり、入団にいたらない

<そ の他の意見>

勤務中、携帯電話を ることが禁止されてお り、火災の発生に気付 くことができない。また、

火災の発生に気付いても出動できない場合がある

管轄範囲内に川や池がある分団及び消防部は、水防団としての活動 ヰぅ多い

。 自主防災組織に対する指導、協力、支援の業務は、継続的に取 り組んでいる消防部もあれば、依

頼があつたときに取 り組む、また、取 り組んでいない消防部もあり、活動に差がある

。 消防部に積載車が 2台配備 されているが、消防団員が減少 したため 1台はほとんど使用 していな

いP消防車の維持管理が大変であるため、1台体制にしてほしい

【町内会の主な意見】

消防団との付き いは殆どないハ消防団の関わりは、町内会によつて濃淡がある

消防団の活動内 が分からない6 自分の町内の消防都も知らない

・ 消防団員の負担軽減が必要ではないか

。 消防団員が一人もいない町内会があり、多く出している町内会は不公平と感 じている

<そ の他の意見>
印 壱∃ラヽ 宏 お、つ ナ‐が、今は少なく団員減少の要因となつている

2)消防団員の「勤務形態」:8割の消防団員が日勤

。日勤

・交代勤務 (夜勤、2交代、3交代、その他の勤務形態)

。無職

。無回答

・77%
・21%
。1%
・1%

3)消防団員の「勤務地」

。職場は管轄区域内

・職場は管轄区域外

・職場は市外

・無回答

7割の消防団員が管轄区域外の職場に勤務している

…・24%

…68%

…11%

・…2%

4)消防団員の「勤務中の火災発生覚知」:2割の消防団員が勤務中に火災発生を知ることができない

。仕事中の火災発生の連絡可能 …76%

・仕事中の火災発生の連絡不可 …23%
。無回答           … 1%

5)消防団員の「勤務中の出動」:6割の消防団員が勤務中の火災現場への出動が難 しい

。特別休暇や職務免除等で、出動が認められている        …29%

・年次有給休暇で、出動が認められている            … 9%
。勤務状況に応 じて、認められるときと、認められないときがある …41%
。原則、勤務中には出動できない                …21%

6)勤務地から消防器具置場までの移動時間 :勤務中の早期参集が難しい

。職場から消防器具置場まで 5分以内に到着することができる団員

・職場から消防器具置場まで 30分以内に到着することができる団員

・職場から消防器具置場まで 30分以上かかる団員

※集計上の仮定 :「 5分以内に到着が可能」 ・中初期消火が可能

「30分以内に到着が可能」…後方支援が可能

「30分以上かかる」   …残火処理を行 う

10°/。

520/O

380/O

審 ,す 白普 堂 く_う 豊 当 方/答つている

消防器具置場や消火栓周辺の除雪は、町内会で行つている

消防器具置場や資機材は、現状の数を残すべきである

地域の防災力を高めるためには、自主防災組織の取組を強化することが重要となる
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【上越市消防団の主な課題】

①8割の消防団員が、団員確保が困難と感じている

②全ての消防部が、消防行事や訓練に負担を感じ、見直しが必要と考えている

③5割の消防団員が、現行体制での活動継続は困難(統合日再編が必要)と 考えている



7)消防団活動における行事日研修 (複数選択可):ポンプ操法競技会、上越消防大会は必要がないと

思う団員が多い

① 各方面隊のポンプ操法競技会         1,135/総数 3,452

② 上越消防大会(7月 )             1,082/総 数 3,452

③ 全体出初式(1月 ・市)             988/総 数 3,452

④ 上越市消防点検(6月 )             938/総 数 8,452

⑤ 出初式(1月 ・各方面隊)            984/総 数 3,452

⑥ 辞令交付式(4月 )               917/総 数 3,452

⑦ 各方面隊の連合演習(5～ 6月 )         902/総 数 3,452

③ 分団演習(9～ 11月 )              784/総 数 3,452

⑨ 総合研修(4月 ・部長、班長、ラッパ隊、ボート隊)690/総数 3,452

⑩ 水防訓練(5月 )                670/総 数 3,452

① 校外講習(4月 ・ポンプ操法研修)        600/総数 3,452

⑫ 幹部研修(4月 )                497/総 数 3,452

⑬ 火災後や火災予防運動等の特別夜冷警       332/総数 3,452

⑭ 新入団員研修(4月 )              302/総 数 3,452

⑮ 通常夜精警(月 2回)               285/総 数 3,452

8)消防団活動における訓練 (複数選択可):部隊訓練、人員姿勢服装の点検、小隊編成訓練は必要な

いと思う団員が多い

11)管轄内の団員候補 :管轄地域に団員候補の若者がいない、ほとんどいない地域が 6割

・候補の若者がいる       …20%

・候補の若者がほとんどいない  …47%

・候補の若者が全くいない    …10%

・候補の若者がいるかどうか不明 …22%

・無回答            1・ ・1%

12)再入団経験の有無

B再入団ではない

。再入団である

。無回答

再入団者は全体の 1割

…91%
・…8%
・…1%

① 部隊訓練

② 人員姿勢服装の点検

③ 河ヽ隊編成訓練

④ 各個訓練
・

⑤ ポンプ操法訓練

⑥ 駆けつけ放水訓練

1,890/総数

1,414/総数

1,345/総数

729/粕懲義女

660/冶懲娑女

380/冶岱養文

8,452

3,452

3,452

3,452

3,452

3,452

12-付 )再入回の年齢 :再入団者は 31～ 40歳の年齢層が一番多い

。20歳以下  … 2人

・21～ 30歳  …66人

。31～40歳  …94人

・41～ 50歳  …78人

・51～ 60歳  …70人

・61～ 75歳  …85人

13)団 員確保が困難な理由 (複数選択可) 人材がいないだけではなく、地域住民に活動が理解され

ないことが主な要因

① 活動を担う人材がいない          1,963/総数

② 活動が誤解/理解されない         1,084/総数

③ 親世代の嫌悪がある             995/総 数

④ 「地域を自分たちで守る」気概が伝わらない  884/総数

⑤ 配偶者の嫌悪がある             681/総 数

⑥ 活動そのものに問題あり           586/総数

⑦ 活動そのものが知られていない        277/総数

③ 団員確保は困難でない            181/総数

14)消防部の見直しの必要性 :5割の団員が統合 B再編の見直しが必要と考えている

① 統合 。再編は必要である …48%

② わからない       …31%

③ 統合 。再編は必要ない  …20%

④ 無回答         … 1%

3,452

8,452

3,452

3,452

3,452

3,452

3,452

3,452

9)通常夜警の参加頻度 :月 2回の通常夜警に参加 している団員は約 2割

。毎月 2回       …21%
。毎月 1回      …19%
。2か月イこ1回     …18%

・3,4か月に 1回   …19%

・ほとんど参力日しない …10%

・無回答       …13%

夜警の巡回時間は 3010)夜警の所要時間 :

・所要時間 30分

・所要時間 1時間

―・49%

…33%
・…3%
・…2%
…13%

。所要時間 1時間半

・所要時間 2時間以上

・無回答
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資料 3
第 4章 上越市消防団における課題への対応策 (提言)骨子

1 上越市の実情を踏まえた対応策

(1)組織体制の見直し

■ 消防団の

○消防団の業務を果たすには、将来的にも団員確保が困難な状況が続くことを見据え、◆後、

消防団の機能を維持していくため、常備消防との連携強イヒを図るとともに、市街地や中山間

地域等の地域特性、町内会や地域自治区等などの地縁を鑑み、方面隊や分団を単位として集

約を進めていくことが望ましい。

。地域の実態に応 じた消防部の編成見直しや消防器具置場の配置見直しについては、消防団において積

極的に検討 し、町内会等に理解を得たうえで、早期に取 り組むべきである。

・活動拠点への集約の過程において、市及び消防団は、消防部統合の目安 とする消防団員の人数や、

消防車両・消防資機材の配備に関するルール作 りを行 う必要がある。

。再編成に当たつては、管轄地域の町内会に対 し、再編成の目的や手順についての理解 と協力を得なが

ら進めていく必要がある。

・消火活動については、常備消防が迅速な初動体制を整えている中にあつて、消防団員が火災現場へ早

期に参集することが困難な状況になつてきていることを踏まえ、消防団が担 う主な役割 としては、

①初期対応 (水利確保、避難・交通誘導)、 ②消火対応 (送水、放水)、 ③残火処理 (警戒)な ど、

常備消防を後方支援する体制を確保 していくことが大切である。

・消防団の機能を維持するため、日中の消火活動を行 う市役所及び事務所消防隊や、火災予防活動を行

う女性団員など、一部の消防団業務に限定した団員の活用が有効である。

口,ぃ消防器具重場や消防資提材隻の裂 ,

○消防謡具置場や消防車両・ )肖 [方資機材の者朽化が進む中、これらの整備・更新に当たつては、

方面隊や分団単位で活動拠点を決定した上で、消[方器具置場の整備や消[方車両・消防費機材

の更新を計画的に進めていくことが望ましい。

。消防団が活動拠点とした消防器具置場の整備に当たつては、既存の公共施設や町内会館の利活用を含

め、効率的な使用方法を検討する。

・消防団が不要とした消防器具置場や可搬ポンプ等 (消防車両を除く)は、地域のコミュニティや防災

力を高める有効な使用方法を検討する。

・自主防災組織や町内会が可搬ポンプを使用する場合は、定期的に消防訓練を行 うなど、安全性を確保

することが必要である。

・消防車両等の更新や配備に当たつては、各消防部の使用状況に応 じて、統合等で不要となつた消防車

両等を更新が必要な消防部へ移管するなど、地域に必要な消防力を考慮 しながら、効率的に実施 して

いく必要がある。

左記趣旨に基づき、「組織体制の見直し」と「消E′葛団員の確保」の 2つを対応策の柱として、

消防団の再編成、消防資機材等の更新、訓練や行事等の見直し、関係団体との連携 口協力の取組を

進めていくことが有効である。

(2)消防団員の確保

訓練や行事の

○消[方団員の負担軽減を図るとともに、団員の安全と消防技術を高められるよう各種訓練や行

事を見直す町要がある。(実施時期や内容の変更、廃止、訓練の充実など)

・消防団員から儀礼的な活動や競技化 した訓練の必要性を疑問視する声や、過密するスケジュールの見

直しを求める声が多くあったことから、見直しを検討する必要がある。

・各方面隊の行事や訓練は、市町村合併前から続く各方面隊の訓練や、地域の伝統行事として実施して

いる側面もあることから、地域の実情や問題点を踏まえ見直しを検討する必要がある。

・夜警や水利点検など平常時の活動は、各消防部の管轄範囲に限定せず、分団の管轄地域で広く実施す

るなど、方面隊及び分団単位で見直す方策が有効である。

・夜警については、一回の活動時間を 2時間としているが、活動時間の見直しを検討するなど、団員の

平常時の活動の負担軽減を図る必要がある。

※消防団では、平成30年度から訓練日程や夜警時間を一部見直し、団員の負担軽減を図る動きが実体化している。

■ 関係団体との連携 日協力

○消[方団員の確保に向けた町内会と市のバックアップの強化、事業所の消[方団活動への理解と

協力の呼びかけが財要である。

・地域防災力を高めるためには、消防団、町内会 (自 主防災組織等を含む)、 防災士会、常備消防、市は

相互に連携を密にし、地域住民や防災関係機関が一体となつて消防訓練や火災予防などの防災活動に

取 り組んでいく必要がある。

・消防団は、消防団活動の中に、町内会や自主防災組織 との交流を組み込むなど、地域住民への消防団

活動の理解を深めるための取組を推進する必要がある。

・市は、広報誌やホームページのほか、各種イベン ト等で広 く消防団活動をPRするとともに、消防団

員の勤務先への消防団活動の理解と協力を求める取組を積極的に支援する必要がある。

・町内会は、地域の防災訓練や会合等の機会を通 じて、新入団員の勧誘を行 うなど、団員確保に向けた

取組を支援する必要がある。

・事業所は、消防団員の防災知識や消防技術を、自社の防災訓練や自衛消防に活用するとともに、勤務

時間中における団員の火災覚知や災害現場への出動、消防訓練 。行事への参力日についても、積極的に

支援・協力する必要がある。

4

提言の趣旨

◎ 地域消防力を維持するためには、上越市の実情を踏まえ「将来を見据えて消防団の役割を

果たせる体制を確保する」ための対応策を講ずる必要がある



資料 4

第 5章 消防団が検討した再編案の考察

<消防団が再編案作成に取 り組んだ背景及び経緯>
。 一部の消防部では、団員数の減少に伴い、現行の人員体制では消防団が担 う役割を

十分に果たすことができない状況 となっている。

現行体制においては、222消防部の うち、10人以下の消防部が 29消防部で、最少

団員数は 4人 と少なく、火災が発生 した際、消防車による消火活動の必要人員

(消防ポンプ自動車 :5人、可搬ポンプ自動車 :4人)が集まらず、迅速な消火活動

が困難な状況 となつている。

団員数が少ない消防部がある現状や、消防団適正配置検討委員会によるヒア リング

等の結果報告を受けた消防団では、平成 30年 12月 の正副団長会議において、10年

先の将来を見据え、引き続き消防団の機能を維持 していくため、自ら「組織体制の

見直 し」と「将来活動拠点 とする消防器具置場の選定」について検討を行 うことを

決定 した。

再編案の検討に当たつては、分団単位(53分団)の管轄区域で各消防部の団員が検討

した案を、正副団長が市全体の地域バランスを考慮して調整を行つた。

<消防団が再編案を検討した際の視点>
① 組織体制の見直し

> 10年後も地域で必要な消防団員数が確保できるか

> 消防国の業務を果たせる体制となつているか

> 水害のおそれがある地域は、水防封応ができる体制となっているか

> 河川や沢などの地域特性を考慮した管轄区域となっているか

② 将来活動拠ッ点とする消防器具置場の選定

> 10年先の団員数や消防団活動を見据え、,分団内で概ね 1～2か所を選定

> 学校区単位で 1か所設置するなど、地域バランスを考慮

> 消防団員が集まりやすい (幹線道路、消防団員の駐車スペース)

> 消防車両が出動しやすい (幹線道路、交差点、除雪の負担が少ない)

> 居住人口や戸数が多い箇所か (又 は人口増が見込まれる)

> 活動拠点 (消防器具置場)の数は適正か

> 団員の駐車場が確保できるか

O検討委員会の考察

◇ 消防団が検討した再編案は、ヒアリングやアンケー ト調査の結果を踏まえ、団長の指示の

下、方面隊長や分団長が中心となって団員自らが作り上げたものであり、大いに評価する。

◇ 消防団の再編案は、本検討委員会が「組織体制の見直し」の封応策としてまとめた「消防団

の再編成」の考え方と「再編イメージ」に合致している。

◇ 今後、再編成を実施する際は、各消防部の人員体制や活動状況など地域の実情を踏まえ、

消防団と市が協力 し、次の点に留意 して進めていただきたい。

。再編成に当たつては、関係町内会に再編の目的や進め方を丁寧に説明 し、地域住民の理解・

協力を得ながら進めていくこと

。団員数が少なく、活動の継続が困難 となつている消防部は、消防団の機能を確保するため、

早期に再編に向けた検討を開始すること

。消防団員の確保に向けた取組は、消防器具置場が所在する町内会だけではなく、各消防部が

管轄する全ての町内会の住民を対象 として、入団への協力が得 られるよう働 きかけをして

いくこと

。再編成に伴い、消防団が不要 とした消防ポンプや消防ホース等の資機材 を、自主防災組織や

町内会に譲渡する場合、定期的な訓練や資機材の′点検等を行 うことを条件にするなど、使用

する地域住民の安全を確保すること

。再編成を検討する際は、上越市適正配置検討委員会調査幸酵告書の調査 。分析結果を参考にす

ること

5

消防団の再編案

【現在】 14方面隊 53分団 222消防部

【10年後】 14方面隊 52分団 92消防部

※再編案の詳細は、資料 5を参照
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20
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45
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15

15

15
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15
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6
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19
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19
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23

19

17

21
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24

18

13

27
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7

5

消防部名

第 一 /万`
団

第 二分団

第 三分団

第 四 /万` 団

稲田

富岡
上島

鴨島
子安

小滝

下馬場

灰塚
上中田
大貫

中ノ俣

飯

滝寺

下正善寺

米岡

鶴町

高森
上真砂

島田

下箱井
寺町

石沢

木島
大和

戸野目四ケ所
四辻町

野田長面

北津
池部吉岡糾 (一 部)

池部 吉岡餌 (一 部 )

新保五ケ宇

新町

富川五ケ字
野屏稲

土橋

藤新

春 日

春 日

大豆

田

山町

岩木

新光町
木日

西松野木

長者原

今池
辰尾稲塚

稲谷上曾根下曾根

高和町斜元屋敷

高津東京 田

飯

森
南

田妙油

十北方

方大口

市之町

港町

中央

駅南
五智

春 日新田

佐内

福田
三ツ橋

小猿屋

安江

下門前

黒井

下荒浜

遊光寺浜

夷浜
西ケ窪浜

駒林
小泉
上名柄

青野
上吉野
五貫野

横曽根
上千原
東中島

長浜

有間川

高住
西横山
土口
大瀬|

活動
拠点
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①
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O
○
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○

○

○

○

①
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○

0

分団名

需 一 分 田

第 三分団

第三分団

第四分団

新道

金谷

諏 訪

和 田

津有

春 日

三郷

高士

直江津

有 田

人千浦

保倉

北諏訪

谷浜 `

桑取

消防団が検討した再編案一覧 (令和元年5月 20日現在 )
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計

69

48

53

27
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45

55

71

103
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35

35

37

39

91

111

35

75
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43
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44
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11

15

31

17

19

11

12

11

27

18

18

16

11

30

25

22

16

18
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29

18

19

22

15
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9

11

11

13

11

9

12

12

14

10

18

9

12

16

19

17

18

15
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11

39

20

32

33

38

40

19

16

24

26

25

35

35

41

17

17

23

28

23

消防部名

安塚

松崎
中川

和国

小黒

豊坂

荻野

須川
船倉

有島

月影
虫川

中猪子田

小谷島

顕聖寺

横川

長走

山印内

飯室
山本

第一

第二

第二

第四

第五

第一

第二

第二

柳島

高尾

桜滝 (一部 )

桜滝 (一部 )

宇津俣
上牧

落 田

山口
′よヽ)||

切光
大月
′師崎第一

柿崎第二

七ケ

直海浜

馬正面
三ツ屋浜
上下浜

下 /1ヽ 野

高寺

百木

巴・下条
L直海

黒)|1第一

黒)|1第二

L中 山

鵜の浜

四ツ屋浜

潟町

土底浜

小船津

新堀

西
一東

第 一

第二

第二

第四

第五

第六

七
一人

第
一第

源

東田中

一
・二

第
一第

東
一西

北
一南

活動
拠点

○

○

○

①

○

○

○

○

○

○

①

○

○

○

○

○

O

○

○

O

○

○

○

○

○

〇
一〇

○

○

分団名

安塚

小 黒

菱里

浦川原東

浦川原西

大島第一

大島第二

牧 南

牧 北

柿崎

川 西

下黒川

米 山

東大潟

西大潟

南大潟

頸城第一

頸城第

頸城第二

源東田中

尾神

中央

旭
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班名

稲荷山

福崎

江口

片貝

夢

岡沢第一

岡沢第二

福 田

0+

関根

横町

吉増

南中島

貫亀)II

山部

山越

米増

中之宮

奎塚

菰立

上久々野

猿供養寺

高野
上長嶺

戸狩

田井

稲増
田屋

下沢田

宮島

別所

曽根田

国川

下筒方
上関田
滓野

テ
/
/

多
/
/
/
イ
/
/
/
―

ィ

蒙
季

団員数 (H30.4.2)

計

37

37

36

36

34

60

46

20

58

37

17

69

60

44

39

55

33

32

64

47

63

各部の団員数

37

13

13

11

15

10

13

14

9

34

31

29

15

31

20

33

20

17

17

12

13

4

9

7

14

7

3

4

16

23

20

12

17

15

18

17

15

18

18

12

16

13

20

14

18

13

24

消防部名

南部

市屋

松崎
二本木

金 山

板橋

西部

針第一

針第

山部第一

山部第二

寺野

豊原第一

豊原第

宮島第一

宮島第二

筒 方

岡野町上稲塚

荒牧

菅原
上深澤
上田島

平成弥生

馬屋

塩曽根

今曽根

南田中

武士

み ら

櫛池第一

櫛池第二
′ピH池第二

第 一

第四

第二

第二

第一

第二

第二

第四

第一

第二

第二

第四

機動部

第一

第二

第二

第一

第二

第二

第四

第五

第六

第七

①

○

活動
執_吐′点

○

O

O

○

○

○

○

○

○

O

O

O

O

○

○

○

○

○

○

分団名

中郷第一

中郷第二

板倉第一

板倉第二

清里第一

清里第二

里 公

上杉

美守

名立北

名立南

【凡例】
O:将来活動拠点とする消防器具置場
□ :設置場所を検討中

|■■|||■ |■■帯簿101碑1容|■■|II●III●●―

変更な し

▲ 1分 団 (谷 浜分団と桑取分団の統合を希望 )

▲ 130消 防部

1現在 |■■暮1綴!後

92222

1414

5253
0)



上越市消防団 分団及び消防部の管轄区域一覧  (令和元年5月 20日 現在 )

北城町三丁目 Jヒ城町三丁目T三丁目
目 新町 大町四丁目 大町五丁目 西城町三丁目
目 東本町―丁目 東本町二T目 東本町三丁目

丁 T

大学前

日山町―T目 春日山町二丁目 春日山町三丁目

大豆 春日野

四T 丁

中央二丁目・横町 中央二丁目。本町 中央三丁目・荒川町
中央三丁目・天王町 中央四丁目・福永町 中央四丁目・沖見町
中央五丁目・塩浜町 中央五丁目・浜町 西本町―、二丁目

、二丁目 栄町一、二丁目 石橋 石橋―、三丁目

T五国府―丁目 国府二丁目 国府三丁目 国府四丁

マンション小丸山団地 虫生岩戸 アシス
五智二丁目 五智三丁目 五智四丁目 五智五丁目 五智六丁目

下馬場 朝日 黒田

―丁目 南本町二丁目 南本町三丁目 本町―丁目 大町―丁目

南新町 仲町―丁目 寺町―丁目 南城町―丁目 南城町二丁目
南城町三丁目 南城町四丁目 東城町―丁目 東城町二丁目 南高田町

中通町

丁目
仲町日 本町二丁日 本町三丁目 本町四丁目 仲町二丁目

目丁 丁

三丁目

北本町三二 T北本町―丁目
目 仲町五丁目

丁

丁本町五仲町六T
北本町目T

町四丁北本町四丁目
栄 町

日山町

中央

駅南

五 智

安江

馬場

大 和

日

三郷

直江津

有 田

八千浦

保倉

北諏訪

谷 浜

桑 取

安塚

小黒

菱里

浦川原
東

浦川原

島

一

大
第

島

ニ

大
第

金 谷

諏訪

和 田

第一

第二

第 二

四

坂井 長塚 上長嶺 下長嶺 上福田新田 戸狩

四ツ屋浜

下

藤沢

福 田

島 東松ノ木

岩神 高尾

田島 下昆子 上昆子 下湯谷 桜滝

棚広 棚広新田 宇津俣

藤沢

板 橋

西部

豊原第一

柿崎第一

四ツ屋浜

柳島

高尾

田 中

中央

中郷
第一

郷
ニ

中
第

倉

一

板
第

倉

二

板
第

里

一

清
第

里
ニ

清
第

里 公

上 杉

美守

名立北

名立南

牧北

柿崎

サII西

下黒川

米 山

東大潟

西大潟

南大潟

牧南

dヽ



参考資料

上越市消防回の回員を募集

″

O消防団は「自らの地域は自らで守る」としヽう精神に基づき、会社員や自堂業、公務員など様プマ

な職業かつ幅広い年齢の市民で構成し、地域に密香して活動しています。

上越市消防団では、地頭住民の安全と安,bを守り、共に活動してくれる団員を募集しています。

■消防回の活動内容

・火災、災害のラI方に向けた夜警、巡視活動、

消I方器具や水利の点検、消防団の各種訓練

・火災発生時の消火活動

・風水害、地震等発生時の巡固や救助、避葉柱誘導

■女性消防団員の活動向審

・応急手当の普及活動

・ 火災予I方運動等での防火広報

・火災発生時の後方支援と広報活動など

■消防団員の身分

消[方団は市町村が設置する消防機関の一つで、
女性団員による普通救命講習

消防団員は「非常勤特別職の地方
ノム`務員」です。構成員である光[方団員には、階級ごとの報酬

や活動に応じた手当支払われます。

また、一定期 F日日以上勤務し退団した際には、退珊金が支給されます。

■消防団に入団するための要件

18歳以上で、市内に居住または勤務している健康な人であれば、特に跡要な資格はありませ

ん。跡要な知識や技術は、入団後に学びます。講習会への参加などにより、普通救命講習資布各を

取得することもできます。

■問合せ…上越市危機管理課(電話 025… 526-5111、 内線 1483)
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